
第1回厚生科学審議会健康危機管理部会  

議事次第  

1．日 時  平成18年10月30日（月） 16：00～17：00  

2．場 所  厚生労働省 省議室（中央合同庁舎第5号館 9階公園側）  

3．議 事  

（1）健康危機管理部会長の選出について  

（2）健康危機管理部会運営細則について  

（3）その他  
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［亘空：］  

厚生科学審議会健康危機管理部会委員名簿  

氏  名  

あかしまこと  

・明石 真言   

所  属  

独立行政法人放射線医学総合研究所緊急被ばく医療センタ  

ー被ばく医療部長  

いしい まさみ  

・石井 正三   

おおとも．やすひろ  

・大友 康裕  

おおのやすお  

・大野 券雄  

おかべのぶひこ  

・岡部 信彦  

かもとしこ  

・加茂 登志子  

きっかわとしこ  

・吉川 肇子   

くどう こういちろう  

・工藤 宏一郎   

くにかね しょういち  

・国包 章一  

くらたたけし  

・倉田 毅  

くろきゆみこ  

・黒木 由美子   

みなみ まさご  

・南  砂   

やまぐち つるこ  

・山口 鶴子   

やまもと しげき  

・山本 茂貴   

やまもと みやこ  

・山本 都  

社団法人日本医師会常任理事  

東京医科歯科大学医学部附属病院ERセンター長  

国立医薬品食品衛生研究所副所長   

国立感染症研究所感染症情報センター長  

東京女子医科大学附属女性生涯健康センター所長   

慶鷹義塾大学商学部助教授  

国立国際医療センター国際疾病センター長  

国立保健医療科学院水道工学部長  

富山県衛生研究所長  

財団法人日本中毒情報センターつくば中毒110番施設長  

讃膏新聞社編集局解説部次長  

板橋区保健所長  

国立医薬品食品衛生研究所食品衛生管理部長  

国立医薬品食品衛生研究所安全情報部第三室長  

（平成18年10月30日現在 五十音順 敬称略）   



匡∃  

健康危機管理部会について  

1．概要   

テロも含む国民の生命、安全を脅かす事態である健康危機の発生時に、緊急  

の対応について知見を得ることを目的として、「健康危機管理部会」を設置す  

る。  

2．所掌   

本部会の所葦は、原因の明らかでない公衆衛生上重大な危害が生じ、又は生  

じるおそれがある緊急の事態への対処に関することとする。但し、他の審議会  

・分科会・部会の所掌に属するものを除く。  

3．組轍   

厚生科学審議会の下に設置する。当該部会の下に、NBCテロなど専門的な  

個別分野に関しては、必要に応じて委員会を設ける。   

部会の事務局は大臣官房厚生科学課とする。  

4．委員の構成   

感染症、食品、水、医薬品の専門家に加え、テロ対策も視野に入れ、核・放  

射性物質、生物剤、化学剤、救急医療、災害医療、地域保健、防災学などの専  

門家により構成される。その他必要に応じてオブザーバーを加える。  

5．部会の活動  

健康危機発生時には、必要に応じ部会を開催し、対応方針等について議論  

する。  

定期的に年1－2回の定例部会を開催し、健康危機管理に関わる事項につ  

いて議論する。   



［互］  

厚
生
科
学
審
議
会
運
営
規
程
 
（
平
成
十
三
年
一
月
十
九
日
厚
生
科
学
審
議
会
決
 
 

定
）
 
第
十
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
細
則
を
制
定
す
る
。
 
 

（
委
員
会
の
設
置
）
 
 

第
一
条
 
厚
生
科
学
審
議
会
健
康
危
機
管
理
部
会
 
（
以
下
 
「
部
会
」
 
と
い
う
。
）
 
 
 

に
、
そ
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
委
員
会
を
置
く
。
 
 

（
委
員
会
の
構
成
）
 
 

第
二
条
 
委
員
会
は
、
厚
生
科
学
審
議
会
の
委
員
、
臨
時
委
員
又
は
専
門
委
員
の
 
 
 

中
か
ら
部
会
長
が
指
名
す
る
者
 
（
以
下
 
「
委
員
会
委
員
」
 
）
 
に
よ
り
構
成
す
る
。
 
 

（
委
員
長
の
指
名
）
 
 

第
三
条
 
委
員
会
に
委
員
長
を
置
く
。
委
員
長
は
、
委
員
会
委
員
の
中
か
ら
、
部
 
 
 

会
長
が
指
名
す
る
。
 
 

（
会
議
等
）
 
 

第
四
条
 
委
員
会
は
、
委
員
長
が
招
集
す
る
。
 
 

2
 
委
員
長
は
、
委
員
会
を
招
集
し
ょ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
期
日
、
 
 
 

場
所
及
び
議
題
を
委
員
会
委
員
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 

3
 
委
員
長
は
、
会
務
を
総
理
し
、
議
長
と
し
て
委
員
会
の
議
事
を
整
理
す
る
。
 
 

4
 
委
員
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
は
、
委
員
会
委
員
の
う
ち
か
ら
あ
ら
か
じ
め
委
 
 
 

員
長
が
指
名
し
た
者
が
そ
の
職
務
を
行
う
。
 
 

（
会
議
の
公
開
）
 
 

第
五
条
 
委
員
会
 
（
第
七
条
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
以
下
次
条
に
お
い
て
同
 
 
 

じ
。
）
 
の
会
議
は
公
開
と
す
る
。
た
だ
し
、
公
開
す
る
こ
と
に
よ
り
、
個
人
情
 
 
 

報
の
保
護
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
、
知
的
財
産
権
そ
の
他
個
人
 
 
 

若
し
く
は
団
体
の
権
利
利
益
が
不
当
に
侵
害
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
又
は
 
 
 

生  

科  

学 審  

議  
A  

フ三 健  

康  

危 機  

管  

理  

部  
A  
7三  

運  

営  

細  

則  

（
平
成
十
八
年
0
0
月
0
0
日
 
健
康
危
機
管
理
部
会
長
決
定
）
 
 

（
案
）
 
 

国
の
安
全
が
害
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
は
、
委
員
長
は
、
会
議
を
非
公
 
 
 

開
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 
 

2
 
委
員
長
は
、
会
議
に
お
け
る
秩
序
の
維
持
の
た
め
、
傍
聴
人
の
退
場
を
命
ず
 
 
 

る
な
ど
必
要
な
措
置
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
 
 

（
議
事
録
）
 
 

第
六
条
 
委
員
会
に
お
け
る
議
事
は
、
次
の
事
項
を
含
め
、
議
事
録
に
記
載
す
る
 
 
 

も
の
と
す
る
。
 
 

一
 
会
議
の
目
時
及
び
場
所
 
 
 

二
 
出
席
し
た
委
員
会
委
員
の
氏
名
 
 
 

三
 
議
事
と
な
っ
た
事
項
 
 

2
 
議
事
録
は
、
公
開
と
す
る
。
た
だ
し
、
個
人
情
報
の
保
護
に
支
障
を
及
ぼ
す
 
 
 

お
そ
れ
が
あ
る
場
合
又
は
知
的
財
産
権
そ
の
他
個
人
若
し
く
は
団
体
の
権
利
利
 
 
 

益
が
不
当
に
侵
害
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
は
、
委
員
長
は
、
議
事
録
の
 
 
 

全
部
又
は
一
部
を
非
公
開
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 
 

3
 
前
項
の
規
定
に
よ
り
議
事
録
の
全
部
又
は
一
部
を
非
公
開
と
す
る
場
合
に
は
、
 
 
 

委
員
長
は
、
非
公
開
と
し
た
部
分
に
つ
い
て
議
事
要
旨
を
作
成
し
、
こ
れ
を
公
 
 
 

開
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 

（
部
会
の
定
め
る
委
員
会
に
係
る
取
扱
い
）
 
 

第
七
条
 
部
会
の
定
め
る
委
員
会
の
会
議
に
つ
い
て
は
、
第
五
条
第
一
項
た
だ
し
 
 
 

書
の
趣
旨
を
踏
ま
え
、
非
公
開
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
委
員
長
は
、
 
 
 

前
条
第
二
項
た
だ
し
書
及
び
第
三
項
の
趣
旨
を
踏
ま
え
、
議
事
要
旨
を
作
成
し
、
 
 
 

こ
れ
を
公
開
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 

（
議
事
の
特
例
）
 
 

第
八
条
 
緊
急
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
情
の
あ
る
場
合
は
、
部
会
長
の
認
め
る
 
 
 

と
こ
ろ
に
よ
り
、
文
書
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
部
会
の
議
事
を
行
う
こ
と
が
で
 
 
 

き
る
。
議
題
の
内
容
か
ら
合
理
的
に
判
断
し
て
、
部
会
を
招
集
し
て
審
議
す
る
 
 
 

必
要
が
な
い
と
部
会
長
が
認
め
る
場
合
も
同
様
と
す
る
。
 
 

2
 
前
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
部
会
長
は
、
そ
の
議
事
に
つ
い
て
、
次
に
招
集
 
 
 

す
る
部
会
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 
 



3
 
前
二
項
の
規
定
は
、
委
員
会
の
議
事
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
 
 
 

い
て
、
 
「
部
会
」
 
と
あ
る
の
は
 
「
委
員
会
」
 
と
、
 
「
部
会
長
」
 
と
あ
る
の
は
 
 
 

「
委
員
長
」
 
と
読
み
替
え
る
。
 
 

（
部
会
の
庶
務
）
 
 

第
九
条
 
部
会
の
庶
務
は
、
厚
生
労
働
省
大
臣
官
房
厚
生
科
学
課
に
お
い
て
総
括
 
 
 

し
、
及
び
処
理
す
る
。
 
 

（
雑
則
）
 
 

第
十
条
 
こ
の
細
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
部
会
又
は
委
員
会
の
運
営
に
必
要
 
 
 

な
事
項
は
、
部
会
長
又
は
委
員
長
が
定
め
る
。
 
 



参考資料1  

′〆r一 男  

八／へ  

厚
生
労
働
省
設
置
法
 
（
平
成
十
一
年
七
月
十
六
日
法
律
第
九
十
七
号
）
 
（
抄
）
 
 
 

定そ  

法 定り師 見 ロ イと 条厚  生
 
 

前
 
 

の
 
 

め
 
 

関律感又師、厚を前  に  
○ 

厚 生  
係第染は、准生述号公開疾  生厚科  

・‾ 
る他  

○の  

ロ  

＞ノ ’、■  ㌧ノ lツJ              ト⊥一  げ竺警防  

も事営）及す又理又                                項 の、びるは学は  
る関事及  
重す項び  

要る 治  

事重 療  

の議  

諮会  

間は          ヽ  

に  

の 
ヽ 一■■▼■   を適検感重柔療文  生

科
学
審
議
 
 

、
 
 
 

染
 
 

疫
 
 

処
理
す
 
 

要  

事  

部
 
 

法
 
 

道
 
 

正
化
 
 

症
 
 

法
 
 

要
事
項
 
 

項
に
関
し
、
厚
生
労
働
大
臣
又
は
関
係
行
政
機
関
に
意
 
 

科
学
 
 

士
、
 
 

整
復
 
 

に  

関  

す  

る  

研  

究  

そ  

の  

他  

所  

掌  

事  

務  

に  

関  

す  

る  

科  

技  

術  

次
に
掲
げ
る
事
務
を
 
つ
 
 

応
じ
 
て
次
に
掲
げ
る
 
 

及（の項  
厚
生
 
 

るび昭由を師作大                ノ【上．1ヽ  
こ振和者調の業臣  

に  

関  

し  

科と凰一に査学療の ノヽ  

0  

必 議 す年るすは、 に  
∠ゝ  

要フ三  る法医る養あ応  
重か  

要さ  

事ど  

項る  

を 0  

調  

査  

審  

議  

す  

る  

、ツー   

＼＿  

なの 法律療こ成んじ  

事組 律第にと所摩て  

項織 の二関 0若マ保  
に 、 規百す しツ健  
っ所 定一る くサ師  

い掌 に号法 はl、  

て事 よ）律 養ジ助  
は務  り及（  成指産  

、及  そび平 施圧師  

政び  の生成  設師、  

令委  権活十  の、看  

で員  限衛年  指は護  



参考資料 2  
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。
 
 
 

（
組
織
）
 
 

第
一
条
．
厚
生
科
学
審
議
会
 
（
以
下
 
「
審
議
会
」
 
と
い
う
。
）
 
は
、
委
員
三
十
人
以
 
 
 

内
で
組
織
す
る
。
 
 

2
 
審
議
会
に
、
特
別
の
事
項
を
調
査
審
議
さ
せ
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
臨
 
 
 

時
委
員
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。
 
 

3
 
審
議
会
に
、
専
門
の
事
項
を
調
査
さ
せ
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
専
門
委
 
 
 

員
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。
 
 
 

（
委
員
等
の
任
命
）
 
 

第
二
条
 
委
員
及
び
臨
時
委
員
は
、
学
識
経
験
の
あ
る
者
の
う
ち
か
ら
、
厚
生
労
働
 
 
 

大
臣
が
任
命
す
る
。
 
 

2
 
専
門
委
員
は
、
当
該
専
門
の
事
項
に
閲
し
学
識
経
験
の
あ
る
者
の
う
ち
か
ら
、
 
 
 

厚
生
労
働
大
臣
が
任
命
す
る
。
 
 
 

（
委
員
の
任
期
等
）
 
 

第
三
条
 
委
員
の
任
期
は
、
二
年
と
す
る
。
た
だ
し
、
補
欠
の
委
員
の
任
期
は
、
前
 
 
 

任
者
の
残
任
期
間
と
す
る
。
 
 

2
 
委
員
は
、
再
任
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
 
 

3
 
臨
時
委
員
は
、
そ
の
者
の
任
命
に
係
る
当
該
特
別
の
事
項
に
関
す
る
調
査
審
議
 
 
 

が
終
了
し
た
と
き
は
、
解
任
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。
 
 

4
 
専
門
委
員
は
、
そ
の
者
の
任
命
に
係
る
当
該
専
門
の
事
項
に
関
す
る
調
査
が
終
 
 
 

了
し
た
と
き
は
、
解
任
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。
 
 

5
 
委
員
、
臨
時
委
員
及
び
専
門
委
員
は
、
非
常
勤
と
す
る
。
 
 
 

（
会
長
）
 
 

第
四
条
 
審
議
会
に
会
長
を
置
き
、
委
員
の
互
選
に
ょ
り
選
任
す
る
。
 
 

2
 
会
長
は
、
会
務
を
総
理
し
、
審
議
会
を
代
表
す
る
。
 
 

3
 
会
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
そ
の
指
名
す
る
委
員
が
、
そ
の
職
 
 
 

内
閣
は
、
厚
生
労
働
省
設
置
法
 
（
平
成
十
一
年
法
律
第
九
十
七
号
）
 
第
八
条
第
二
 
 

厚
生
科
学
審
議
会
令
 
（
平
成
十
二
年
六
月
七
日
政
令
第
二
百
八
十
三
号
）
 
 

務
を
代
理
す
る
。
 
 
 

（
分
科
会
）
 
 

第
五
条
 
審
議
会
に
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
分
科
会
を
置
き
、
こ
れ
ら
の
分
科
 
 
 

会
の
所
掌
事
務
は
、
審
議
会
の
所
掌
事
務
の
う
ち
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
 
 
 

げ
る
と
お
り
と
す
る
。
 
 

2
 
前
項
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
分
科
会
に
属
す
べ
き
委
員
、
臨
時
委
員
及
び
専
門
 
 
 

委
員
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
指
名
す
る
′
。
 
 

3
 
分
科
会
に
分
科
会
長
を
置
き
、
当
該
分
科
会
に
属
す
る
委
員
の
互
選
に
よ
り
選
 
 
 

任
す
る
。
 
 
 

生   感   

活   染   
衛   名  
生   

適   
分    科   

正  ノ∠ゝ  
石  

化  
分  称  
科  

こ の律び  を   る 会年者号  すす   
と 権第振生調生  こ の法、に）検 る る 感   
○ 限百興活査活   と 権律対及疫 こ 医染   

に 六 に衛審衛   所  

属 十 関 生議生   に百 る 感（ 0 に の   
さ 四 す 関す 関   属十医染昭   関予   
せ号 る 係 る 係   
ら ）法営 こ 営   

掌  
せ 号 に の こ  る 及   

れの律業 と 業   ら ）関予十  重び   
た規（ の ○ に   事  
事定昭運  関   た規 る 及牛  車染   
項 に和営  す   事定法び法  項症   
を よ 三 の  る   務  

処 り 十適  重   を よ （染第  調患   
理審二正  要   処 り 平症二  査者   
す議年化  事   理審成の 百  審 に   
る 会 法及  項   す議十患一  議対  



4
 
分
科
会
長
は
、
当
該
分
科
会
の
事
務
を
掌
理
す
る
。
 
 

5
 
分
科
会
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
分
科
会
に
属
す
る
委
員
又
は
臨
時
委
 
 
 

員
の
う
ち
か
ら
分
科
会
長
が
あ
ら
か
じ
め
指
名
す
る
者
が
、
そ
の
職
務
を
代
理
す
 
 
 

る
。
 
 

6
 
審
議
会
は
、
そ
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
分
科
会
の
議
決
を
も
っ
て
審
議
会
 
 
 

の
議
決
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 
 
 

（
部
会
）
 
 

第
六
条
 
審
議
会
及
び
分
科
会
は
、
そ
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
部
会
を
置
く
こ
 
 
 

と
が
で
き
る
。
 
 

2
 
部
会
に
属
す
べ
き
委
員
、
臨
時
委
員
及
び
専
門
委
員
は
、
会
長
 
（
分
科
会
に
置
 
 
 

か
れ
る
部
会
に
あ
っ
て
は
、
分
科
会
長
）
 
が
指
名
す
る
。
 
 

3
 
部
会
に
部
会
長
を
置
き
、
当
該
部
会
に
属
す
る
委
員
の
互
選
に
よ
り
選
任
す
る
。
 
 

4
 
部
会
長
は
、
当
該
部
会
の
事
務
を
掌
理
す
る
。
 
 

5
 
部
会
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
部
会
に
属
す
る
委
員
又
は
臨
時
委
員
の
 
 
 

う
ち
か
ら
部
会
長
が
あ
ら
か
じ
め
指
名
す
る
者
が
、
そ
の
職
務
を
代
理
す
る
。
 
 

6
 
審
議
会
 
（
分
科
会
に
置
か
れ
る
部
会
に
あ
っ
て
は
、
分
科
会
。
以
下
こ
の
項
に
 
 
 

お
い
て
同
じ
。
）
 
は
、
そ
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
部
会
の
議
決
を
も
っ
て
審
 
 
 

議
会
の
議
決
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 
 
 

（
議
事
）
 
 

第
七
条
 
審
議
会
は
、
委
員
及
び
議
事
に
関
係
の
あ
る
臨
時
委
員
の
過
半
数
が
出
席
 
 
 

し
な
け
れ
ば
、
会
議
を
開
き
、
議
決
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
 
 

2
 
審
議
会
の
議
事
は
、
委
員
及
び
議
事
に
関
係
の
あ
る
臨
時
委
員
で
会
議
に
出
席
 
 
 

し
た
も
の
の
過
半
数
で
決
し
、
可
否
同
数
の
と
き
は
、
会
長
の
決
す
る
と
こ
ろ
に
 
 
 

よ
る
。
 
 

3
 
前
二
項
の
規
定
は
、
分
科
会
及
び
部
会
の
議
事
に
準
用
す
る
。
 
 
 

（
資
料
の
提
出
等
の
要
求
）
 
 

膚
八
条
 
審
議
会
は
、
そ
の
所
掌
事
務
を
遂
行
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
 
 
 

き
は
、
関
係
行
改
機
関
の
長
に
対
し
、
資
料
の
提
出
、
意
見
の
表
明
、
説
明
そ
の
 
 
 

他
必
要
な
協
力
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
 
 
 

（
庶
務
）
 
 

第
九
条
 
審
議
会
の
庶
務
は
、
厚
生
労
働
省
大
臣
官
房
厚
生
科
学
課
に
お
い
て
総
括
 
 
 

し
、
及
び
処
理
す
る
。
た
だ
し
、
感
染
症
分
科
会
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
厚
生
 
 
 

労
働
省
健
康
局
結
核
感
染
症
課
に
お
い
て
、
生
活
衛
生
適
正
化
分
科
会
に
係
る
も
 
 
 

の
に
つ
い
て
は
厚
生
労
働
省
健
康
局
生
活
衛
生
課
に
お
い
て
処
理
す
る
。
 
 
 

（
雑
則
）
 
 

第
十
条
 
こ
の
政
令
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
議
事
の
手
続
そ
の
他
審
議
会
の
運
営
 
 
 

に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
会
長
が
審
議
会
に
諮
っ
て
定
め
る
。
 
 

附
 
則
 
 
 

こ
の
政
令
は
、
内
閣
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
 
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
八
 
 

号
）
 
の
施
行
の
日
 
（
平
成
十
三
年
一
月
六
日
）
 
か
ら
施
行
す
る
。
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厚
生
科
学
審
議
会
運
営
規
程
 
 
 

（
平
成
十
三
年
一
月
一
九
日
 
厚
生
科
学
審
議
会
決
定
）
 
 

厚
生
科
学
審
議
会
令
 
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
八
十
三
号
）
 
第
十
条
の
規
定
 
 

に
基
づ
き
、
こ
の
規
程
を
制
定
す
る
。
 
 

（
会
議
）
 
 

第
一
条
 
厚
生
科
学
審
議
会
 
（
以
下
 
「
審
議
会
」
 
と
い
う
。
）
 
は
、
会
長
が
招
集
 
 
 

す
る
。
 
 

2
 
会
長
は
、
審
議
会
を
招
集
し
ょ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
期
日
、
 
 
 

場
所
及
び
議
題
を
委
員
並
び
に
議
事
に
関
係
の
あ
る
臨
時
委
員
及
び
専
門
委
員
 
 
 

に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。
 
 

3
 
会
長
は
、
議
長
と
し
て
審
議
会
の
議
事
を
整
理
す
る
。
 
 

（
審
議
会
の
部
会
の
設
置
）
 
 

第
二
条
 
会
長
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
審
議
会
に
諮
っ
て
部
会
 
 
 

（
分
科
会
に
置
か
れ
る
部
会
を
除
く
。
以
下
本
条
か
ら
第
四
条
ま
で
に
お
い
て
 
 
 

同
じ
。
）
 
を
設
置
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 
 

2
 
会
長
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
二
以
上
の
部
会
を
合
同
し
て
調
 
 
 

査
審
議
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
 
 

（
諮
問
の
付
議
）
 
 

第
三
条
 
会
長
は
、
厚
生
労
働
大
臣
の
諮
問
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
諮
問
を
分
 
 
 

科
会
又
は
部
会
に
付
議
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 
 

（
分
科
会
及
び
部
会
の
議
決
）
 
 

第
四
条
 
分
科
会
及
び
部
会
の
議
決
は
、
会
長
の
同
意
を
得
て
、
審
議
会
の
議
決
 
 
 

と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 
 

（
会
議
の
公
開
）
 
 

第
五
条
 
審
議
会
の
会
議
は
公
開
と
す
る
。
た
だ
し
、
公
開
す
る
こ
と
に
よ
り
、
 
 
 

個
人
情
報
の
保
護
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
又
は
知
的
財
産
権
そ
 
 
 

の
他
個
人
若
し
く
は
団
体
の
権
利
利
益
が
不
当
に
侵
害
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
 
 
 

場
合
に
は
、
会
長
は
、
会
議
を
非
公
開
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 
 

2
 
会
長
は
、
会
議
に
お
け
る
秩
序
の
維
持
の
た
め
、
傍
聴
人
の
退
場
を
命
ず
る
 
 
 

な
ど
必
要
な
措
置
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
 
 

（
議
事
録
）
 
 

第
六
条
 
審
議
会
に
お
け
る
議
事
は
、
次
の
事
項
を
含
め
、
議
事
録
に
記
載
す
る
 
 
 

も
の
と
す
る
。
 
 

一
 
会
議
の
日
時
及
び
場
所
 
 
 

二
 
出
席
し
た
委
員
、
臨
時
委
員
及
び
専
門
委
員
の
氏
名
 
 
 

三
 
議
事
と
な
っ
た
事
項
 
 

2
 
議
事
録
は
、
公
開
と
す
る
。
た
だ
し
、
個
人
情
報
の
保
護
に
支
障
を
及
ぼ
す
 
 
 

お
そ
れ
が
あ
る
場
合
又
は
知
的
財
産
権
そ
の
他
個
人
若
し
く
は
団
体
の
権
利
利
 
 
 

益
が
不
当
に
侵
害
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
は
、
会
長
は
、
議
事
録
の
全
 
 
 

部
又
は
一
部
を
非
公
開
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 
 

3
 
前
項
の
規
定
に
よ
り
議
事
録
の
全
部
又
は
一
部
を
非
公
開
と
す
る
場
合
に
は
、
 
 
 

会
長
は
、
非
公
開
と
し
た
部
分
に
つ
い
て
議
事
要
旨
を
作
成
し
、
こ
れ
を
公
開
 
 
 

す
る
も
の
と
す
る
。
 
 

（
分
科
会
の
部
会
の
設
置
等
）
 
 

第
七
条
 
分
科
会
長
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
分
科
会
に
諮
っ
て
部
 
 
 

会
を
設
置
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 
 

2
 
分
科
会
長
は
、
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
付
議
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
付
議
 
 
 

事
項
を
前
項
の
部
会
に
付
議
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 
 

3
 
第
一
項
の
部
会
の
議
決
は
、
分
科
会
長
の
同
意
を
得
て
、
分
科
会
の
議
決
と
 
 
 

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 
 

4
 
分
科
会
長
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
二
以
上
の
部
会
を
合
同
し
 
 
 

て
調
査
審
議
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
 
 
 



（
委
員
会
の
設
置
）
 
 

第
八
粂
 
部
会
長
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
部
会
に
諮
っ
て
委
員
会
 
 
 

を
設
置
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 
 

（
準
用
規
定
）
 
 

第
九
条
 
第
一
条
、
第
五
条
及
び
第
六
条
の
規
定
は
、
分
科
会
及
び
部
会
に
準
用
 
 
 

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
条
、
第
五
条
及
び
第
六
条
中
 
「
会
長
」
 
と
 
 
 

あ
る
の
は
、
分
科
会
に
あ
っ
て
は
 
「
分
科
会
長
」
、
部
会
に
あ
っ
て
は
 
「
部
会
 
 
 

長
」
 
と
、
第
一
条
中
 
「
委
員
」
 
と
あ
る
の
は
、
分
科
会
に
あ
っ
て
は
 
「
当
該
分
 
 
 

科
会
に
属
す
る
委
鼻
」
、
部
会
に
あ
っ
て
は
 
「
当
該
部
会
に
属
す
る
委
員
」
 
と
 
 
 

詠
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
 
 

（
雑
則
）
 
 

第
十
条
 
こ
の
規
程
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
審
議
会
、
分
科
会
又
は
部
会
の
運
 
 
 

営
に
必
要
な
事
項
は
、
そ
れ
ぞ
れ
会
長
、
分
科
会
長
文
は
部
会
長
が
定
め
る
。
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関係審議会等について  

厚生労働省設置法（平成11年7月16日法律第97号）により設置  

厚生科学審議会令（平成12年6月7日政令第283号）により設置  

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する重要事項を  

処理すること。検疫法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する  

医療に関する法律の規定により厚生科学審議会の権限に属させられ  

た事項を処理すること。  

結核の予防及び結核の患者に対する医療に関する重要事項を処理  

すること。  

厚生科学書議会令（平成12年6月7日政令第283号）により設置   

疾病の予防及び治療に関する研究その他所掌事務に関する科学  

技術に関する重要事項を調査審議すること。   

保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、  
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師又は柔道整復師の学校  
又は養成所若しくは養成施設の指定又は認定に関する重要事項を調  

査審議すること。  

特定の疾患（難病、アレルギー等）の疾病対策及び臓器移植対策  

に関する重要事項を調査審議すること。   

地域保健の向上、国民の健康の増進、栄養の改善及び生活習慣病  

対策に関する重要事項を調査審議すること。   

建築物衛生その他生活衛生に係る生活環境に関する重要事項及び  

水道に関する重要事項を調査審議すること。  

精子・卵子・胚の提供等による生殖補助医療に関する重要事項を  
調査審議すること。  

医薬品のリスク等の程度に応じて適切な情報提供等がなされる実  

効性のある制度を構築するため、医薬品販売のあり方全般の見直し  
について調査審議すること。  

原因の明らかでない公衆衛生上重大な危害が生じ、、又は生じるお  
それがある緊急の事態への対処に関することとする。但し、他の分  
科会・部会に所掌に属するものを除く。  

薬事・食品衛生  ［30名以内】 厚生労働省設置法（平成11年7月16日法律第97号）によ  

り設置。薬事、食品、化学物質、家庭用品規制などに関する事項を処理する。   



厚生労働省健康危機管理体制図  

国  内  外  の  健  康  危  険  情  報  

地方厚生局  

∴∵∵∴∵Jニごご  

海外の関係機関  
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● 健康局総務課；；医政局国立病院課；；健康危機管理担当部局の情報収集窓口等  

健康危機管理担当部局の情報収集窓口  

医薬食品局安全対策課（医薬品被害）  

食品安全部監視安全課（食中毒）  

健康局結核感染症課（感染症）  

健康局水道課（飲料水）  
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国立試験研究機関   

立感染症研究所 
立医薬品食品衛生研究  

立保健医療科学院 等  
研究者  

厚生科学課・健康危機管理対策室  
（情報収集・情報の評価分析・初動体制等対策の検討・研修の企画立案並びに実施）   

健康危機管理担当部局（対策の決定・実施）  健康危機管理部会   設置調整等   

対応要請  

催（定例■緊急）  

健康危機管理調整会議等（対策の検討・調整）  関係省庁  
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全保障・危機管  
担当等  

L
■
■
■
■
「
 
 

■
 
 
 
 
■
 
 

＿
 
 
 
 
■
 
 

L
■
■
■
■
「
 
 

■
 
 
 
 
■
 
‖
等
‖
 
 

．
 
 

■■■1■■■■  

■  
■  指示  厚生労働大臣  

‖
‖
リ
 
＿
 
 

冨
田
・
 
 

報告  ■■■■■■■■■■■●′  
情報提供  喘

相
場
茸
 
∽
 
 
 

国民・保健所・独立行政法人国立病院機構の各病院等・都道府県等・地方厚生局・国立試験研究機関一海外の研究機関等  



情 報  
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